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第３期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業 

 総合評価一般競争入札説明書 

 

平成 29 年９月 13 日 

三重県市町総合事務組合 

 

第３期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業の業務委託に関する総合評価一般競

争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 

 

１ 総合評価型一般競争入札に付する業務 

(1) 業 務 名  第３期共有デジタル地図(数値地形図)共同整備（修正）事業 

(2) 業務場所  三重県全域 

(3) 業務概要  共有デジタル地図（数値地形図）の整備（修正）等（別紙「発注資料３．第３ 

期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）業務委託 基本仕様書」の   

とおり） 

(4) 工  期  契約日から平成 31 年６月 28 日 

(5) 予定価格  ￥815,516,000．－円（税抜き） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格等 

(1) 本入札に参加できる者は、自主的に結成した複数の測量業者で構成する共同企業体（以下、

「共同企業体」という）とします。 

(2) 共同企業体を構成するすべての者は、下記のすべてを満たす者とします。 

(ｱ) 測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 55 条第 1項の規定による登録を受けている者 

(ｲ) 三重県及び県内市町における地方税、消費税又は地方消費税を滞納していない者である

こと。 

(ｳ) 入札参加資格確認申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、三重県又

は県内市町において指名停止の処分を受けていない者 

(ｴ) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始時に申立てがなされてい

ない者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律

第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者（再生手続開始の決定を

受けている者を除く。） 

(ｵ) 本業務を実施するにあたって必要とする測量士等の必要な有資格技術職員及び測量資

機材等を有する者 

(ｶ) すでに本業務の入札参加資格確認申請を行った者又は他の共同企業体の構成員でない

者 

(3) 共同企業体を構成する者のうち、少なくとも１者が下記のすべてを満たすこととします。 

(ｱ) 過去３年以内に、全国の都道府県及び市町村に対して公共測量作業規程における地図情

報レベル 1000又は 2500のデジタル地図（ベクトル形式）整備業務を５件以上行った実

績を有する者 

(ｲ) 過去３年以内に、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 28 条における道路台帳付図

（1/1,000）及び都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 14 条における都市計画基本

図（1/2,500）を、デジタル地図（ベクトル形式）で整備した実績を有する者 

(4) 下記に該当する者が構成員となる共同企業体は、入札に参加することができません。 

(ｱ) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者 

(5) 共同企業体の企業構成は、下記のすべてを満たすこととします。 

(ｱ) 県外に本店がある企業は最大３者までであること。 

(ｲ) 三重県内に本店を有する測量業者で、三重県測量業者格付一覧（平成 29 年６月１日現

在）に掲載されている企業が１者以上含まれていること。 
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(6) 共同企業体は、入札参加資格確認申請書の提出日から業務完了までの間、下記の要件を満た

していなければならない。 

(ｱ) 別紙「発注資料２.（参考）共同企業体協定書（素案）」に準じた共同企業体における協

定書を締結していること。 

(ｲ) 協定書には、所在地、参加企業名（構成員）、代表企業（代表構成員）、構成員及び代表

構成員の権限、責任、出資割合、業務分担、編成表等を記載しなければならない。 

(ｳ) 共同企業体の代表企業は、上記(3)のすべてを満たした者で、参加企業の中で出資比率

が最も大きい者であること。また、代表企業は、各構成員との調整、連携を図り、当企

業体の代表者として本業務委託に関する業務執行を確実かつ誠実に遂行する責務を負

うこととする。 

(ｴ) 共同企業体の各参加企業は、本業務における契約の履行及び付随する業務の実施に伴い、

共同企業体が負担する債務の履行に関して、連帯して責任を負うものとする。 

(ｵ) 当企業体が解散した後においても、本業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同

連帯してその責に任ずるものとする。 

(7) 下記の要件のいずれかに該当する場合には、落札者が決定するまでの間においても、入札参

加資格がない者として失格とする場合があります。 

(ｱ) 上記(1)～(6)の資格がない者が提出資料を提出した場合 

(ｲ) 提出資料の提出方法、提出先又は提出期限が遵守されていない場合 

(ｳ) 提出資料に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

(ｴ) 提出資料に記載すべき内容以外の内容が記載されている場合 

(ｵ) 提出資料に虚偽の内容が記載されている場合 

(ｶ) 仕様書等に示した企画提案に関する要件に適合しない場合 

(ｷ) 予定価格を超えた入札価格であった場合 

(ｸ) 質問や依頼等に対する回答や対応がない場合又は正当な理由なく遅延した場合 

(ｹ) その他、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認

められた場合 

 

３ 入札説明書の縦覧 

 入札に関する仕様書等の縦覧を下記のとおり行います。 

(1) 期 間 平成 29 年９月 13 日（水）から成 29 年 10 月 13 日（金）まで 

(2) 方 法 ホームページ上にて、説明書、各仕様書、様式等を公開しますので、参加を希望す

る者はダウンロードして確認してください。 

(3) アドレス http://shichosogo-mie.jp/ 

 

４ 入札への参加 

 入札に参加しようとする者は、下記の内容により入札参加の申請を行う必要があります。 

(1) 期 限 平成 29 年 10月 13 日（金）正午まで 

(2) 場 所 〒514-0003 

    三重県津市桜橋二丁目 96番地 三重県自治会館内 

     三重県市町総合事務組合 ３階事務所 

(3) 提 出 下記の入札資料を提出してください。 

(ｱ) 入札参加資格確認申請書（様式 a１） 

(ｲ) 有資格技術職員及び使用予定機材報告書ならびに実績報告書（様式 a２～４） 

(ｳ) 共同企業体協定書 

注１：協定書の軽微な変更は、提案書提出日まで可とする。 

注２：構成員となる各代表者の代表者印を必ず押印すること。 

注３：構成員を代表者以外の者とする場合は、「委任状兼使用印鑑届」を作成し、添付

すること。 
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注４：各構成員の印鑑証明書（過去 6 か月以内に発行したもの）の写しを添付する    

こと。 

(ｴ) その他、指示する資料 

注１：提出される登録証、納税証明書は、共同企業体に参加する全構成員の資料を添付 

   すること。 

注２：実績については、共同企業体に参加する構成員の実績を合わせたものとする。 

(4) 方 法 提出は持参のみとします。 

(5) 部 数 提出資料は、各２部提出してください。 

(6) 備 考 提出された申請書等は返却いたしません。 

 

５ 入札参加資格の確認通知 

 三重県市町総合事務組合において、共同企業体の入札参加資格に関わる審査を行ったあと、参

加資格の有無を平成 29年 10 月 20日（金）午後５時までに連絡いたします。 

 

６ 質問書の提出 

 本業務及び入札に関して質問がある場合は、次により質問書を提出してください。質問内容及

び回答については、随時、ホームページにて公開します。 

(1) 期 限 平成 29 年 11月２日（木）午後５時まで 

(2) あて先 〒514-0003 

     三重県津市桜橋二丁目 96 番地 三重県自治会館内 

          三重県市町総合事務組合 共有デジタル地図発注担当 

(3) 方 法 FAX（059-227-5494）、e-mail（m-dmap01@shichosogo-mie.jp）又は郵送 

    （なお、電話により到達の確認を行ってください。） 

    ※電話、訪問などによる口頭での質問は受け付けません。 

(4) 様 式 質問書の様式は問いません。 

    質問にあたっては、仕様書名、ページ番号、項番などを質問の対象となる箇所を 

    指定したうえで質問してください。 

(5) 回 答 入札日まで随時、ホームページにて回答いたします。 

    アドレス http://shichosogo-mie.jp/ 

 

７ 入札手続き 

 上記５により、入札参加資格を有する者は、仕様書等により指示された技術提案書及び入札書

等を期限までに提出することにより入札に参加することができます。 

(1) 期 限 平成 29 年 11月 15 日（水）正午まで 

(2) 場 所 三重県津市桜橋二丁目 96番地 三重県自治会館内 

三重県市町総合事務組合 ３階事務所 

(3) 提 出 下記の入札資料を提出してください。 

(ｱ) 技術提案書（別紙「発注資料１１．第３期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修

正）事業 提案書作成要領」によること） 

(ｲ) 入札書（別紙「発注資料１１．第３期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）

事業 提案書作成要領」によること） 

(ｳ) 設計内訳表（別紙「発注資料１１．第３期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修

正）事業 提案書作成要領」によること） 

(ｴ) その他、指示された資料 

(4) 備 考  

(ｱ) 参加する者は提出時間を厳守すること。 

(ｲ) 提出された入札資料は返却いたしません。なお、提出された技術提案書及びこれに付随

する資料は、総合評価における評価以外には入札参加者に無断で使用しません。 
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(ｳ) 入札資料の作成にかかる費用は、提出者の負担とします。 

(ｴ) 原則として、提出された資料の差替、修正、再提出はできません。 

(ｵ) 郵送による提出はできません。 

(ｶ) その他、入札方法等に関する事項については、別紙「発注資料１１．第３期共有デジタ

ル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業 提案書作成要領」によるものとします。 

 

８ 入札に関する取扱い 

 提出する入札書及び設計内訳表は、下記の記載内容により作成することとします。 

(1) 入札書の様式は、「様式 b１０（入札書）」とします。 

(2) 入札書に記載する入札額の積算根拠として、「様式 b１１（設計内訳表）」、「様式 b１２（明

細表）」及び「様式 b１３（代価表）」を作成することとします。 

(3) 提案者は、入札書に共同企業体名、代表企業の所在地、法人名及び代表者名を記入し押印の

うえ、設計内訳表と合わせて封筒に封入し、密閉したうえで提出することとします。 

(4) 代理人による入札書の作成は認めません。 

(5) 開札の日時、場所及び方法は次のとおりとします。 

(ｱ)開札日時 平成 29 年 12 月 1 日（金） 13:30～ 

(ｲ)開札場所 三重県津市桜橋二丁目 96 番地 

         三重県自治会館 地下 1 階 第 4 研修室（予定） 

(ｳ)提案者で希望する者は開札に立ち会うことができます。 

(ｴ)立会いを希望する提案者がいないときは、当該入札に関係のない三重県市町総合事務組合

職員を立ち会わせるものとします。 

(6) 次に該当するものについては、その者の提案書及び入札書を無効とします。 

(ｱ) 参加する資格のない者が入札書を提出したとき。 

(ｲ) 提案者が二以上の入札書を提出したとき。 

(ｳ) 提案者が他の提案者の入札の代理をしたとき。 

(ｴ) 入札に際して連合等の不正があったとき。 

(ｵ) 提案者が定刻までに入札書を投函しないとき。 

(ｶ) 提案者が提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をしたとき。 

(ｷ) 規定している要領、作成方法等に準じていない入札書を提出したとき。 

(ｸ) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。 

(7) 次に該当する入札については、その者の入札を無効とします。 

(ｱ) 金額又は重要な文字を訂正したとき。 

(ｲ) 共同企業体名、代表企業の所在地、法人名、代表者名又は押印を欠く入札をしたとき。 

(ｳ) 重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札をしたとき。 

(8) 次に該当するときは、その者を失格とし、入札に参加できないものとします。 

(ｱ) 入札及び評価の執行を妨げたとき。 

(9) 入札書と設計内訳表の額は整合することとし、整合されていない場合は、入札書を優先する

ものとします。 

(10) 契約担当者は、必要に応じ入札書又は設計内訳表における詳細資料の提出を求めることがで

きるものとします。 

(11) 入札書に記載された金額に８％を加算した額（円未満の端数がある場合は、その端数を切り

捨てた額）をもって契約金額とするので、消費税にかかる課税業者であるか免税業者である

かを問わず、契約希望金額の１００／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

(12) 「私的独占の禁止及び公平取引の確保に関する法律」（昭和２２年法律第５４号）の違反行

為を行ってはいけません。また、入札に際して連合等の不正行為があった場合は、上記(6)

の(ｴ)により入札を無効とし、契約締結後にあっても契約を解除するとともに、損害賠償等

の法的措置をとる場合があります。 
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９  ヒアリングの実施 

 提出された提案書における業務実績、提案内容、取組姿勢等に関して、予定されている各責任

者を招聘し質疑応答等のヒアリングを実施します。 

 ヒアリングでは、提案内容における業務実施の的確性、実効性等に関する質疑応答を行い、総

合評価を行うこととします。 

 

１０  ヒアリングの実施予定日 

 ヒアリングは、下記のとおり予定しているが、詳細な実施時間等は別途通知を行うこととしま

す。 

(1) 予定日時 平成 29 年 11 月下旬 時間未定 

(2) 予定会場 三重県津市桜橋二丁目 96 番地 三重県自治会館内 会議室 

 

１１  落札者決定方法 

 落札者を決定するため、下記のとおり評価審査委員会の設置や落札者決定基準等による公平公

正な評価を行い、落札者を決定することとします。 

(1) 提案書の評価を審議するため、「共有デジタル地図整備業務に係る総合評価審査委員会」

（以下、「評価審査委員会」という）を設置します。 

(2) 評価審査委員会では、別途定める「発注資料１３．第３期共有デジタル地図（数値地形図）

共同整備（修正）事業 落札者決定基準」（以下、「決定基準」という）により、提案内容を

公平公正に評価します。 

(3) 提案内容における業務実施の的確性、実効性等に関する質疑応答を行うために、評価審査委

員会において各責任者を招聘したヒアリングを実施することとします。 

(4) 総合評価の概要は下記のとおりとし、詳細は決定基準によることとします。 

(ｱ) 技術提案書による性能や品質、実施体制等の技術評価点と、入札書による価格評価点に

よる総合評価を行います。 

(ｲ) 技術評価については、決定基準の各評価指標における提示された提案内容に応じ、加算

点を付与し、各評価点の合計となる技術評価点を算出します。 

(ｳ) 技術評価点と、当該入札者の入札額から算出した価格評価点を加算して評価値を算出し、

評価値が最も高い者を落札者とします。 

(ｴ) 評価値が同点の場合は、当該提案者にくじを引かせて、落札者を決定することとし、実

施に当たって、当該提案者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入

札事務に関係のない三重県市町総合事務組合職員がくじを引くこととします。 

(ｵ) 評価値の最も高い者を落札者とすることが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著

しく不適当と認められる場合は、その者から、事情を聴取の上、合理的な理由がないと

認められるときは、その者を落札者とせず、次点のものを落札者とします。 

(5) 落札者を決定したときは、入札参加者に通知するとともにホームページに掲載します。 

 

１２  不正、虚偽等による作成 

 提案書の作成において、不正、虚偽等の行為が把握された場合は、当該提案者から事情を聴取

することとし、当該行為が入札や評価の業務を妨げたものとして確認された場合は、入札参加資

格を無効にすることとします。 

 また、契約締結後にあっても契約を解除する場合があります。 

 

１３ 入札保証金 

入札保証金は、免除とします。 

 

１４ 入札の中止 

   天災その他やむを得ない事由により評価、入札、開札等を行うことができないときは、入札を 
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中止します。 

 

１５ 契約方法に関する事項 

本業務における契約については、下記のとおりとします。 

(1) 本業務の契約については、契約書を作成することが必要です。 

（締結予定の契約書は、別紙「発注資料１４．契約書（案）」のとおり） 

(2) 契約書には、本業務における各仕様書及び落札者の提案書を元に作成された作業計画書等を

すみやかに作成し、添付することとします。 

(3) 落札決定後、落札者と仮契約書を締結し、三重県市町総合事務組合議会（平成 29 年 12 月下

旬開会予定）の議決を経た後に、本契約に切り替えることとします。 

(4) 契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、三重県市町総合事務組

合財務規則第 49 条のいずれかに該当する場合は、免除します。契約書は２通作成し、双方

各１通を保有します。なお、契約金額は入札書に記載された金額の 100 分の 108に相当する

金額とし、契約金額の表示は消費税等を内書きで記載するものとします。 

(5) 契約書作成に要する一切の費用は落札者の負担とします。 

 

１６ 契約期間における委託費用 

契約期間における委託費用については、下記のとおり想定しています。 

(1)平成 29年度想定契約額 （前払い金の最大額）  19,145,950 円（税抜き）まで 

(2)平成 30年度想定契約額 （前払い金の最大額）   4,065,800 円（税抜き）まで 

(3)平成 31年度想定契約額   精算額 

なお、実際の契約額、時期、内容等については、提案内容、中間成果等の出来高などを勘案し

て、落札者と協議のうえ決定することとします。 

 

１７ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

 

１８ 問い合わせ先 

〒514-0003 

三重県津市桜橋二丁目 96 番地 三重県自治会館内 

     三重県市町総合事務組合 共有デジタル地図発注担当 

FAX（059-227-5494）又は e-mail（m-dmap01@shichosogo-mie.jp） 

 


